
 ２７ 

令和４年第５回常陸太田市議会定例会会議録 

 

令和４年９月１日（木） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

令和４年９月１日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第１３号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

      報告第１４号 令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

日程第 ３ 議案第６７号 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

      議案第６８号 常陸太田市奨学資金貸与条例の一部改正について 

      議案第６９号 市道０１３９号線工事等委託契約の一部変更について 
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             いて 
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      議案第７４号 令和３年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に 

             ついて 
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      議案第８４号 令和４年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）につい 

             て 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 
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 日程第 ５ 議案第７９号ないし議案第８４号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 
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    １１番   深 谷 秀 峰 議 員   １２番   高 星 勝 幸 議 員 

    １３番   成 井 小太郎 議 員   １４番   茅 根   猛 議 員 

    １５番   後 藤   守 議 員   １６番   髙 木   将 議 員 

    １７番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       宮 田 達 夫 市    長    田 中 慈 和 副 市 長 

       石 川 八千代 教 育 長    綿 引 誠 二 政策推進室理事 

       武 藤 範 幸 総 務 部 長    岡 部 光 洋 企 画 部 長 

       髙 木 道 安 市民生活部長    柴 田 道 彰 保健福祉部長 

       岡 田 和 也 農 政 部 長    根 本   晋 商工観光部長 

       髙 橋   学 建 設 部 長    柴 田 雅 美 会 計 管 理 者 

       畠 山 卓 也 上下水道部長    大 関 正 幸 消 防 長 

       西 野   保 教 育 部 長    榊   一 行 農業委員会事務局長 

       綿 引 久 雄 秘 書 課 長    富 山 晴 美 総 務 課 長 

       井 坂 光 利 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       根 本 勝 則 事 務 局 長    富 田 弘 明 次長兼議事係長 

            ─────────────────── 
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午前１０時開会 

○藤田謙二議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより令和４年第５回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○藤田謙二議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ４番   森 山 一 政 議 員    １３番   成 井 小太郎 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○藤田謙二議長 諸般の報告を行います。 

 去る６月３０日，東京において全国市議会議長会地方財政委員会が，また，７月２１日に，群

馬県前橋市において茨城県市議会議長会視察研修会が開催されました。会議内容については，タ

ブレットに格納してありますのでご承知願います。 

 次に，令和４年５月３０日付で，兵庫県伊丹市北伊丹１－７５，井田敏美氏から，中国共産党

による臓器収奪の即時停止並びに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情が提出され

ております。写しをタブレットに格納しておりますので，ご報告いたします。 

 次に，「地方自治法」第２３３条第５項の規定により，令和３年度常陸太田市一般会計及び特

別会計決算に係る主要な施策の成果報告書が提出されております。タブレットに格納してありま

すので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，令和４年８月の例月現金出納検査の結果について，報告書が提出されて

おります。タブレットに格納してありますので，ご報告いたします。 

 次に，「地方自治法」第２４３条の３第２項の規定により，一般財団法人里美ふるさと振興公

社，株式会社水府振興公社並びに常陸太田産業振興株式会社のそれぞれの経営状況を説明する書

類が提出されております。タブレットに格納してありますので，ご報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に，「地方自治法」第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席す

るよう要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  宮 田 達 夫 君    副 市 長  田 中 慈 和 君 

 教 育 長  石 川 八千代 君    政策推進室理事  綿 引 誠 二 君 

 総 務 部 長  武 藤 範 幸 君    企 画 部 長  岡 部 光 洋 君 

 市民生活部長  髙 木 道 安 君    保健福祉部長  柴 田 道 彰 君 
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 農 政 部 長  岡 田 和 也 君    商工観光部長  根 本   晋 君 

 建 設 部 長  髙 橋   学 君    会 計 管 理 者  柴 田 雅 美 君 

 上下水道部長  畠 山 卓 也 君    消 防 長  大 関 正 幸 君 

 教 育 部 長  西 野   保 君    農業委員会事務局長  榊   一 行 君 

 秘 書 課 長  綿 引 久 雄 君    総 務 課 長  富 山 晴 美 君 

 監 査 委 員  井 坂 光 利 君 

 以上，１９名でございます。 

            ─────────────────── 

 市長挨拶 

○藤田謙二議長 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 

〔宮田達夫市長 登壇〕 

○宮田達夫市長 皆様，おはようございます。令和４年第５回市議会定例会を招集いたしました

ところ，議員の皆様にはご参集を賜りまして，ありがとうございます。心から御礼を申し上げま

す。日頃から議員の皆様には，市政の進展と円滑なる運営のために格別なるご高配を賜り，深く

感謝を申し上げる次第でございます。 

 まず，８月２２日に発生をいたしました清掃センターにおける火災についてご報告をいたしま

す。発火物の可燃ごみへの混入が原因と思われますけれども，可燃ごみピット内のごみが燃え上

がり，火災の影響で一時ごみの搬入や処理を停止をいたしました。出火が昼間ということもあり，

発見が早く，約１時間後に鎮火し，今回は大事には至りませんでしたが，夜間で発見が遅れた場

合は，長期間にわたるごみの搬入や処理の停止となり，重大な事態に至った可能性がございまし

た。改めまして，適切なごみの分別の重要性を痛感したところでございます。再発防止策を講じ

ますとともに，ごみの分別の徹底につきまして，市民の皆様に周知を図ってまいりたいと思って

おります。 

 次に，東部土地区画整理事業区域に整備をいたしました公共下水道における不適切対応に係る

職員の処分についてご報告をいたします。不適切な対応の原因を精査し，市職員処分審査委員会

における審査を踏まえ，昨日，８月３１日付で，本件に関係した職員に対する処分を行いました。

抜本的な問題解決に向けましては，先月の令和４年第４回市議会臨時会において，那珂久慈流域

下水道関連常陸太田市公共下水道全体計画の見直し等に関する予算を計上し，可決をいただいて

おりますが，引き続き，早期の正常化に向けて職員一丸となって対応し，市民の信頼回復に努め

てまいります。 

 次に，８月１５日から募集を開始いたしましたプレミアム付き商品券についてご報告をいたし

ます。今年度は，プレミアム率を３０％に引き上げますとともに，６５歳以上となる市民の方に

は，昨年度に引き続き，優先的に購入いただけるよう配慮をいたしました。 

 ８月２６日現在で，約8,０００人の方からの申込みがあり，このうち６５歳以上の方の申込み

は約4,３００人，５５％となっております。例年の販売状況から見ますと，明日の締切りまでに

はほぼ完売となる見込みでございます。 
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 原油価格や物価高騰の影響を受けている市民の負担軽減を図りますとともに，大型店の定義を

見直すことにより，市民の皆様の利便性の向上と市内企業の振興等を通じた地域経済の活性化に

つなげてまいります。 

 次に，東部土地区画整理事業の進捗状況についてご報告をいたします。８月１７日に，Ｂ街区

内におきまして，株式会社カインズに係る起工式が行われました。私も，組合関係の方々ととも

に参加をいたしました。また，１０日には，フォレストモールに係る起工式も行われました。令

和元年８月の土地区画整理組合設立から３年がたちましたが，工事が安全かつ順調に進み，来年

春の開業が無事迎えられますよう祈念したところでございます。 

 また，昨日は，パルティホールにおきまして，フレイル予防講演会を開催をいたしました。約

３８０名の市民にご参加をいただき，重点施策に掲げる，健康で快適な市民生活の実現のため，

「長生き上手 常陸太田」をキャッチフレーズに，フレイル予防の第一人者であります東京大学

高齢社会総合研究機構長，飯島勝矢先生から，「人生１００年時代を元気で乗り切るために～健

康長寿の鍵は”フレイル予防”～」をテーマとしてご講演をいただきました。 

 また，講演会終了後，第２部として，産官学プラス民で取り組む健康長寿のまちづくりをテー

マとして座談会を行いました。フレイル予防の重要性につきまして，多くの市民の方々にご理解

をいただけたのではないかと思っております。 

 続きまして，令和３年度普通会計決算の概要につきまして，ご報告をさせていただきます。 

 財政状況を表す指標であります実質収支及び単年度収支並びに実質単年度収支は，いずれも黒

字となっております。また，前年度と比べ，貯金であります積立金の残額が増加しますとともに，

借金であります市債の残高は減少をしております。さらに，財政の健全性を示す健全化判断比率

等につきましても，引き続き将来負担比率は発生しておらず，各比率とも良好な状況にございま

す。今後も，市民の皆様や議会のご理解をいただきながら，各指標の健全性を維持しつつ，持続

可能な財政運営の確立に努めてまいります。 

 次に，本定例会に提案をさせていただきます案件でございますが，令和３年度の決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率の報告が各１件，条例の一部改正が２件，工事等委託契約の一

部変更が１件，令和３年度歳入歳出決算認定が９件，令和４年度補正予算が６件，合わせまして

２０件でございます。 

 なお，補正予算につきましては，一般会計及び水道事業会計において，新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしました同感染症対策及びコロナ禍における原油価格・

物価高騰対策に係る費用を計上しております。 

 新型コロナウイルス感染症対策として，引き続き感染防止対策の強化を図ってまいりますとと

もに，コロナ禍における原油価格・物価高騰等に直面する市民の生活や市内事業者の負担軽減，

経済活動を強力に支援をしてまいります。 

 また，議会最終日に人事案件を追加提案する予定でございます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，副市長，担当部長よりご説明を

させていただきます。 
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 なお，先日の全員協議会におきましてご説明をさせていただいておりますゼロカーボンシティ

宣言につきましては，今会期中に宣言をさせていただく予定で準備を進めておりますので，よろ

しくお願いを申し上げます。 

 議員の皆様には，慎重なるご審議の上，適切なご議決を賜りますようお願いを申し上げまして，

開会に当たりましてのご挨拶といたします。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○藤田謙二議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，会期予定表のとおり，本日から９月２１日まで２１日間といたしたいと

思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤田謙二議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から９月２１日まで２１日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第１３号ないし報告第１４号 

○藤田謙二議長 次，日程第２，報告第１３号令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告に

ついて，報告第１４号令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告について，以上２件を一括議

題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 既に該当ファイルをお開きいただいております議員の皆様におかれましては，恐れ入りますが

少々お待ちくださいませ。まだ該当のファイルを開かれていない議員の皆様におかれましては，

スケジュール画面をお開きいただいている場合，スケジュール画面の本日９月１日の欄をタップ

いただき，１０時，第５回市議会定例会（開会）と表記されているところを再度タップ願います。 

 本日の資料一覧が出てくるかと思いますけれども，上から３段目のファイル名，０１議案書（報

告第１３号～議案第６９号）と表記されているファイルをお開きいただき，表題として，令和４

年第５回市議会定例会提出議案の資料をご覧願います。 

 議案書の４ページをご覧願います。 

 報告第１３号は，令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告についてでございます。「地

方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項の規定により，令和３年度決算に基づき

算定した健全化判断比率を，監査委員の意見を付して下記のとおり報告するものでございます。 
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 中段の令和３年度決算に基づく健全化判断比率の表をご覧願います。 

 表中，健全化判断比率の欄が常陸太田市の実績，早期健全化基準の欄が国が示す基準となり，

この基準を上回りますと市の財政運営に国の関与を受けることとなります。 

 まず，１の実質赤字比率でございますが，一般会計における標準財政規模に対する実質赤字額

の割合でございます。令和３年度の一般会計における実質収支は黒字でしたので，比率は発生し

ておりません。 

 次に，２の連結実質赤字比率でございますが，一般会計に加え，公営企業会計など全ての会計

における標準財政規模に対する実質収支の赤字額または不足資金額の割合でございます。こちら

につきましても，全ての会計において黒字でしたので，比率は発生しておりません。 

 続きまして，３の実質公債費比率でございますが，標準財政規模に対する公営企業会計などに

おける一般会計が負担すべき額を含めた地方債の返済額の割合でございます。比率は2.８％とな

っており，早期健全化基準の２５％を大きく下回っております。 

 最後に，４の将来負担比率でございますが，標準財政規模に対する地方債の返済額など，一般

会計が将来負担することとなる額の割合でございます。こちらにつきましては，基金などの充当

可能な財源がありますことから，比率は発生しておりません。 

 ５ページから８ページに監査委員の意見書を，また，参考といたしまして，ファイル名，令和

３年度常陸太田市健全化比率カード・決算カードとしております健全化判断比率算出シートにて，

後ほどご覧おき願います。 

 報告第１３号は以上でございます。 

 続きまして，９ページをご覧願います。 

 報告第１４号は，令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございます。「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」第２２条第１項の規定により，令和３年度決算に基づき

算定した資金不足比率を監査委員の意見を付して下記のとおり報告するものでございます。 

 中段の令和３年度決算に基づく資金不足比率の表をご覧願います。 

 表中，資金不足比率の欄が常陸太田市の実績，経営健全化基準の欄が国が示す基準となり，こ

の基準を上回りますと，市の財政運営に国の関与を受けることとなります。 

 資金不足比率は，各公営企業の資金不足額が料金収入などの事業規模に対してどの程度かを表

すものでございますが，全ての公営企業会計において黒字決算であるため，比率は発生しており

ません。 

 １０ページから１１ページにかけまして，監査委員の意見書を付してございますので，後ほど

ご覧おき願います。 

 報告案件に係る説明は以上でございます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第６７号ないし議案第６９号 

○藤田謙二議長 次，日程第３，議案第６７号常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部
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改正について，議案第６８号常陸太田市奨学資金貸与条例の一部改正について，議案第６９号市

道０１３９号線工事等委託契約の一部変更について，以上３件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 恐れ入りますが，先ほどご覧いただいておりましたファイル名，０１議案書

（報告第１３号～議案第６９号）にお戻りいただきまして，議案書の１２ページをご覧願います。 

 議案第６７号は，常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，市職員の育児休業等について，国に準じて妊娠，出産，育児等と仕

事の両立支援のための措置を講ずるため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，別のファイルの資料によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただくか，その

隣にあるリストと表示されたところをタップいただきまして，【附属資料】議案第６７号のファ

イル名をタップいただき，令和４年第５回市議会定例会議案第６７号資料，常陸太田市職員の育

児休業等に関する条例の一部改正についてをご覧願います。 

 初めに，１，改正の趣旨でございます。国家公務員の妊娠，出産，育児等と仕事の両立支援の

ために講じる措置のうち，令和４年１０月１日施行予定の育児休業の取得回数制限の緩和等につ

いて，国と地方公共団体の職員の処遇の均衡を図るため，市職員の育児休業等について，国に準

じた措置を講ずるものでございます。 

 次に，２の改正内容でございます。当市の常勤職員，非常勤職員について，それぞれ改正がご

ざいます。 

 初めに，（１）常勤職員について，１点目は，子が３歳に達するまでの期間において，現行１

回としている育児休業を２回まで取得できることといたします。２点目として，産後パパ育休に

つきましても，分割して２回まで取得できることといたします。 

 続いて，（２）非常勤職員については，４点の改正がございます。 

 １点目は，子が２歳になるまでの間，４回，育児休業を取得できることとするものです。具体

的には，①の米印に記載しておりますとおり，１歳までの間に２回，保育所の利用ができないな

どの場合には，１歳から１歳半までの期間に１回，１歳半から２歳までの期間に１回の計４回ま

で育児休業を取得できることにするものでございます。 

 ２点目は，子の１歳到達日以降の育児休業について，開始時点を柔軟化するものでございます。

具体的には，現行，子が１歳または１歳半に達する日に限定されているところ，期間内であれば

いつからでも育児休業を取得できるようにするものです。 

 ３点目は，産後パパ育休につきましても，常勤職員と同様に分割して２回まで取得できること

とするものでございます。 

 ４点目は，非常勤職員の産後パパ育休の取得要件につきまして，その任用見込期間を，子が１

歳６か月に達する日から，８週間と６か月に達する日に短縮するものでございます。 

 資料中ほどの模式図に，常勤職員，非常勤職員，それぞれの育児休業に関する参考例をお示し
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しております。今回の改正により取得可能となる育児休業につきましては，青色矢印でお示しし

ております。 

 最後に，本条例は，本年１０月１日から施行するものでございます。 

 議案第６７号は以上でございます。 

 現在お開きいただいておりますファイルにつきまして，タブレットの左上に戻ると表記されて

いるところをタップいただき，先ほどご覧いただいておりましたファイル名，０１議案書（報告

第１３号～議案第６９号）にお戻りいただき，議案書の２６ページをご覧願います。 

 議案第６８号は，常陸太田市奨学資金貸与条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由ですが，奨学生等の負担軽減及び定住促進を図るため，本条例の一部改正を行うもの

でございます。 

 内容につきましては，改正が多岐にわたりますことから，別ファイル資料によりご説明いたし

ます。 

 再度恐れ入りますが，タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただくか，

その隣にありますリストと表示されたところをタップいただき，【附属資料】議案第６８号のフ

ァイル名をタップいただきまして，令和４年第５回市議会定例会議案第６８号資料，常陸太田市

奨学資金貸与条例の一部改正についてをご覧願います。 

 初めに，１，条例改正の概要でございます。奨学資金の返還に当たり，定住促進の観点から，

これまで市内に居住した貸与者からの返還金について，その翌年度，市がふるさと定住奨学資金

返還助成事業により助成をしていたものを返還すべき奨学資金を免除するほか，貸与者の意思で

は決定ができない市内への就業要件を撤廃することにより，貸与者の負担軽減並びに事務の効率

化を図るものでございます。 

 次に，２，改正内容でございます。第１６条の奨学資金の返還免除について，改正案の黄色で

網かけをしております第３号として，大学を卒業後に市内に居住した場合を新たに追加するもの

でございます。ただし，ふるさと定住奨学資金返還助成事業と同様に，アからエの全ての要件を

満たすこととさせていただいております。 

 次に，３，免除額でございますが，黄色で網かけしているように，返還計画で申請した金額の

全額を免除することとし，年間限度額は，返還総額の１０分の１とするものでございます。現行

では，市内に就業せず，居住しただけの場合，返還計画で申請した半額のみ助成していましたが，

企業によっては，市内で就業するかしないかは貸与者自身では決定できませんので，一律全額免

除とするものでございます。 

 次に，４，改正による効果でございます。現行，ふるさと定住奨学資金返還助成事業により，

奨学金返還後，貸与者からの申請を受けて助成していたものを，この返還等の手続をなくすこと

で，奨学資金貸与者及び市の事務負担の軽減につながるものです。 

 施行期日につきましては，令和５年４月１日からとさせていただいております。 

 議案第６８号は以上でございます。 

 現在お開きいただいてるファイルにつきましては，タブレットの左上に戻ると表記されている
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ところをタップいただきまして，先ほどご覧いただいておりましたファイル名，０１議案書（報

告第１３号～議案第６９号）にお戻りいただきまして，議案書の２９ページをお開き願います。 

 議案第６９号は，市道０１３９号線工事等委託契約の一部変更についてでございます。 

 本年８月８日に茨城県と仮変更契約を行いました市道０１３９号線工事等委託契約について，

下記のとおり委託契約の一部を変更するため，「地方自治法」第１９条第１項第５号の規定によ

り，議会の議決をお願いするものでございます。 

 委託契約の変更内容ですが，２の委託場所は常陸太田市幡町から日立市金沢町地内，３の契約

の方法は随意契約，４の変更前契約額は３億6,７００万円，５の変更後契約額は３億2,２６０万

円，６の増減額は4,４４０万円の減額，７の契約の相手方は，茨城県知事，大井川和彦，８の変

更理由は，令和３年６月２８日に茨城県と契約し，令和４年３月２２日に変更契約をしました市

道０１３９号線工事等委託契約について，契約内容にさらなる変更が生じたためのものでござい

ます。 

 恐れ入りますが，３０ページをお開き願います。 

 全体計画の平面図でございます。赤色で表記しました高貫町地内の約１３０メートルの道路改

良工事と，青色で表記しました亀作町地内の５号橋の下部工を予定しておりましたが，５号橋の

進入路工事に時間を要することが判明したため，当該工事を翌年度へ先送りとする委託契約の変

更でございます。 

 議案第６９号は以上でございます。 

 提出議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第７０号ないし議案第７８号 

○藤田謙二議長 次，日程第４，議案第７０号令和３年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算認定

について，議案第７１号令和３年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について，

議案第７２号令和３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について，議案第

７３号令和３年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について，議案第７４号令和３

年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第７５号令和３年度常

陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第７６号令和３年度常

陸太田市簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第７７号令和３年度常陸

太田市下水道事業等会計剰余金の処分及び決算の認定について，議案第７８号令和３年度茨城北

農業共済事務組合農業共済事業会計決算認定について，以上９件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。会計管理者。 

〔柴田雅美会計管理者 登壇〕 

○柴田雅美会計管理者 議案第７０号から議案第７３号の令和３年度常陸太田市一般会計並びに

特別会計の歳入歳出決算につきまして，提案者に代わりご説明申し上げます。 

 タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップして，本日の資料一覧を表示いただ
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き，ファイル名，０２決算書（議案第７０号～議案第７３号）と表記されているファイルをお開

きいただき，表題として，令和３年度常陸太田市一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算書の資

料をご覧願います。 

 これから申し上げますページは，決算書に付してありますページとなります。 

 決算書１ページをお開き願います。 

 議案第７０号から議案第７３号，令和３年度常陸太田市一般会計並びに特別会計歳入歳出決算

認定につきまして，「地方自治法」第２３３条第３項の規定により，令和３年度常陸太田市一般

会計並びに特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を添えて議会の認定に付するものでございま

す。 

 ３ページの次のページをお開き願います。 

 初めに，議案第７０号令和３年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算につきましてご説明申し上

げます。 

 ５ページをお開き願います。 

 歳入決算額は２７９億1,１７０万7,６７４円で，予算額に対します収入率は９9.１％でござい

ます。歳出決算額は２６２億2,５６７万6,５５７円で，予算額に対します執行率は９3.１％でご

ざいます。歳入歳出差引残額は１６億8,６０３万1,１１７円。内訳を申し上げますと，１５億2,

６７７万6,１９５円が翌年度への繰越額，１億5,０８６万8,４０６円が繰越明許費の一般財源分，

８３８万6,５１６円が事故繰越の一般財源分でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入ですが，歳入予算額は２８１億7,２４１万9,１７４円，調定額は２８０億7,６９９万３２

７円，予算額に対します調定率は９9.７％でございます。収入済歳入額は，歳入決算額と同額で

ございます。不納欠損額の1,１８９万8,９５４円は，主に「地方税法」の規定に基づき，該当す

る市税滞納分を欠損処分した金額でございます。また，収入未済歳入額１億5,３３８万3,６９９

円の主なものは，市税，諸収入などの未納分でございます。 

 次に，歳出でございますが，歳出予算額は歳入予算額と同額，支出済歳出額は歳出予算額と同

額でございます。繰越明許費は８億6,６０５万6,１０６円でございます。これは総務費，民生費，

衛生費，農林水産業費，土木費，教育費の１８事業に係る繰越事業費でございます。事故繰越は

３億3,８６２万4,０１６円でございます。これは，土木費の１事業に係る事故繰越事業費でござ

います。不用額は７億4,２０６万2,４９５円でございます。主に，民生費及び教育費などでござ

います。 

 ただいまご説明いたしました内容の款項別明細が６ページから１５ページに，また，「地方自

治法施行令」第１６６条第２項に基づきます説明資料としての事項別明細書が４０ページから２

９３ページに，実質収支に関する調書が２９４ページに，財産に関する調書が３７２ページから

３７８ページに記載されておりますので，ご覧いただきたいと存じます。 

 なお，これからご説明申し上げます各特別会計決算書説明欄の収入済歳入額，歳出予算額，支

出済歳出額につきましては，一般会計と同様の説明となりますので省略をさせていただきます。 
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 １５ページの次のページをお開き願います。 

 続きまして，議案第７１号令和３年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきま

してご説明申し上げます。 

 １７ページをお開き願います。 

 歳入決算額は５３億1,１０５万2,２６６円で，予算額に対します収入率は９9.５％でございま

す。また，歳出決算額は５０億9,５７４万７０５円でございます。予算額に対します執行率は９

5.５％でございます。歳入歳出差引残額は２億1,５３１万1,５６１円で，翌年度への繰越額でご

ざいます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は５３億3,７５０万2,０００円，調定額は５３億9,３５４万

9,２８９円で，予算額に対します調定率は１０1.１％でございます。不納欠損額は７６１万8,３

１２円で，「地方税法」の規定に基づき，該当する保険税滞納分を欠損処分したものでございま

す。収入未済歳入額は7,４８７万8,７１１円で，主に保険税の未納分などでございます。 

 歳出でございますが，不用額は２億4,１７６万1,２９５円で，主に保険給付費及び予備費など

でございます。 

 なお，款項別明細が１８ページから２１ページに，事項別明細書が２９６ページから３２３ペ

ージに，実質収支に関する調書が３２４ページに記載されておりますので，ご覧いただきたいと

存じます。 

 ２１ページの次のページをお開き願います。 

 次に，議案第７２号令和３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして

ご説明申し上げます。 

 ２３ページをお開き願います。 

 歳入決算額は８億５８６万2,２３５円で，予算額に対します収入率は９5.９％でございます。

また，歳出決算額は８億２９８万4,３１２円で，予算額に対します執行率は９5.６％でございま

す。歳入歳出差引残額２８７万7,９２３円は翌年度への繰越額でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は８億3,９９１万9,０００円，調定額は８億８２７万２８５

円で，予算額に対します調定率は９6.２％でございます。不納欠損額７６万6,７００円は，「高

齢者の医療の確保に関する法律」の規定に基づき，該当する保険料滞納分を欠損処分したもので

ございます。収入未済歳入額１６４万1,３５０円は，保険料の未納分でございます。 

 歳出でございますが，不用額は3,６９３万4,６８８円で，主に後期高齢者医療広域連合納付金

などでございます。 

 なお，款項別明細が２４ページから２７ページに，事項別明細書が３２６ページから３３３ペ

ージに，実質収支に関する調書が３３４ページに記載されておりますので，ご覧いただきたいと

存じます。 

 ２７ページの次のページをお開き願います。 
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 次に，議案第７３号令和３年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算につきましてご説明

申し上げます。 

 ２９ページをお開き願います。 

 歳入決算額は６１億7,７９５万1,５０５円で，予算額に対します収入率は１０0.２％でござい

ます。歳出決算額は５９億6,６３０万3,６９５円で，予算額に対します執行率は９6.８％でござ

います。歳入歳出差引残額２億1,１６４万7,８１０円は翌年度への繰越額でございます。 

 説明欄をご覧ください。 

 歳入でございますが，歳入予算額は６１億6,５７６万1,０００円，調定額は６１億8,６７３万

9,２２９円で，予算額に対します調定率は１０0.３％でございます。不納欠損額２５１万4,８６

０円は，「介護保険法」の規定に基づき，該当する保険料を欠損処分したものでございます。収

入未済歳入額６２７万2,８６４円は，保険料などの未納分でございます。 

 歳出でございますが，不用額は１億9,９４５万7,３０５円で，主に保険給付費などでございま

す。 

 なお，款項別明細が３０ページから３５ページに，事項別明細書が３３６ページから３６９ペ

ージに，実質収支に関する調書が３７０ページに記載されておりますので，ご覧いただきたいと

存じます。 

 なお，「地方自治法」第２３３条第５項の規定により提出が求められております各会計の主要

な施策の成果を説明する書類につきましては，令和３年度一般会計・特別会計決算に係る主要な

施策の成果報告書をご覧いただきたいと存じます。 

 以上で，議案第７０号から議案第７３号の令和３年度常陸太田市一般会計並びに特別会計の歳

入歳出決算につきましての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 提案者に代わりまして，議案第７４号から議案第７７号までの４件に

つきましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップしていただきまし

て，ファイル名，０２決算書（議案第７４号～議案第７７号）と表記されておりますファイル中

の令和３年度常陸太田市公営企業会計決算書をご覧願います。 

 恐れ入りますが，決算書の２枚目をご覧願います。 

 議案第７４号から議案第７７号につきましては，令和３年度常陸太田市水道事業会計剰余金の

処分及び決算の認定，常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定，常陸太田市

簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定，並びに常陸太田市下水道事業等会計剰余金の処

分及び決算の認定につきまして，「地方公営企業法」第３２条第２項の規定に基づき，令和３年

度常陸太田市水道事業会計決算，常陸太田市工業用水道事業会計決算，常陸太田市簡易水道事業

会計決算及び常陸太田市下水道事業等会計決算に伴う剰余金を，剰余金処分計算書（案）のとお

り処分し，あわせて，同法第３０条第４項の規定に基づき，令和３年度常陸太田市水道事業会計，
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常陸太田市工業用水道事業会計，常陸太田市簡易水道事業会計並びに常陸太田市下水道事業等会

計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでございます。 

 初めに，議案第７４号令和３年度常陸太田市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，決算書の１ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございます。 

 第１款水道事業収益の予算額合計は１１億8,０４８万2,０００円で，決算額は１１億8,８８５

万3,５９８円となり，予算額に対する収入率は１０0.７％となっております。 

 決算書２ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款水道事業費用の予算額合計は１１億6,２６６万2,０００円で，決

算額は１０億9,１８２万３５８円となり，予算額に対する執行率は９3.９％となっております。 

 決算書３ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。 

 第１款資本的収入の予算額合計は２億8,６２４万7,０００円で，決算額は１億6,５６５万1,２

３２円となり，予算額に対する収入率は５7.９％となっております。 

 決算書４ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は８億3,４３５万5,０００円で，決算額

は６億8,１７８万7,５６２円となり，予算額に対する執行率は８1.７％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額５億1,６１３

万6,３３０円につきましては，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,２４６万7,２

５６円及び過年度分損益勘定留保資金４億9,３６６万9,０７４円で補塡をいたしました。 

 次に，決算書５ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益と（２）のその他の営業収益と合わ

せまして９億6,２１２万6,１１６円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで合わせま

して９億2,９９０万4,１９９円で，営業利益は，右端の列，上から１行目になりますが，3,２２

２万1,９１７円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして１億2,８７７万8,８９４円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と合

わせまして8,６９２万8,３４９円でございます。 

 その結果，その下の経常利益につきましては，右端の列，上から３行目になりますが，7,４０

７万2,４６２円となり，その下の当年度純利益につきましても，同額の7,４０７万2,４６２円と

なりました。その下の前年度繰越利益剰余金が3,０６６万6,３３０円，さらにその下のその他未

処分利益剰余金変動額がゼロ円でございますので，一番下の当年度未処分利益剰余金につきまし
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ては，１億４７３万8,７９２円となっております。 

 決算書６ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市水道事業剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略させていた

だきますので，恐れ入ります，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 決算書７ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高１億４７３万8,７９２円のうち7,４０７万2,４６２円を，今後老朽化が進みます

水道施設の更新工事などに備え，建設改良積立金に積み立てることといたしまして，処分後残高

を3,０６６万6,３３０円とするものでございます。 

 決算書８ページをご覧願います。 

 令和４年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，決

算書９ページの右端の列，上から２行目になりますが，１３０億1,１１９万3,９８３円でござい

ます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，決算書１０ページの５の繰延

収益まで合わせました負債合計は，決算書１０ページの右端の列，上から２行目になりますが，

６７億1,２８８万6,５１２円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，右端の

列，下から２行目になりますが，６２億9,８３０万7,４７１円で，その下の負債と資本を合わせ

ました合計は１３０億1,１１９万3,９８３円でございます。 

 なお，決算書１５ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧お

きいただきたいと存じます。 

 議案第７４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第７５号令和３年度常陸太田市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，決算書３５ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市工業用水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でござい

ます。第１款工業用水道事業収益の予算額合計は１億２２５万円で，決算額は9,３９８万3,３７

２円となり，予算額に対する収入率は９1.９％となっております。 

 決算書３６ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款工業用水道事業費用の予算額合計は１億３３２万6,０００円で，

決算額は9,２３０万5,９８３円となり，予算額に対する執行率は８9.３％となっております。 

 決算書３７ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は1,３８

３万3,０００円で，決算額は1,３８３万1,７９４円となり，予算額に対する執行率は９9.９％と
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なっております。 

 なお，欄外に記載してございますが資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,３８３万1,７

９４円につきましては，過年度分損益勘定留保資金1,３８３万1,７９４円で補塡をいたしました。 

 次に，決算書３８ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市工業用水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益が5,１３３万5,３８０円でございま

す。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（４）の減価償却費まで合わせま

して8,６２８万5,５０９円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，3,４９５万

１２９円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして3,６６５万4,６００円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払利息及び企業債取扱諸費が２万7,０８２円でご

ざいます。 

 その結果，その下の経常利益につきましては，右端の列，上から３行目になりますが，１６７

万7,３８９円となり，その下の当年度純利益につきましても，同額の１６７万7,３８９円となり

ました。その下の前年度繰越利益剰余金が３７４万3,５９８円，さらにその下，その他未処分利

益剰余金変動額がゼロ円でございますので，一番下の当年度未処分利益剰余金につきましては，

５４２万９８７円となっております。 

 決算書３９ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市工業用水道事業剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略させ

ていただきますので，恐れ入ります，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 決算書４０ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げま

す。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高５４２万９８７円のうち，１０７万２９６円を今後の企業債償還に備え，減債積

立金に積立てをし，６０万7,０９３円を今後老朽化が進みます工業用水道施設の更新工事などに

備え，建設改良積立金に積み立てることといたしまして，処分後残高を３７４万3,５９８円とす

るものでございます。 

 決算書４１ページをご覧願います。 

 令和４年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，右

端の列，下から１行目になりますが，８億3,２６２万3,８６５円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，決算書４２ページの４の流動負債，５の繰延

収益まで合わせました負債合計は，決算書４２ページの右端の列，下から２行目になりますが，
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３億8,５００万2,２２９円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，決算書

４３ページの右端の列，上から２行目になりますが，４億4,７６２万1,６３６円で，その下の負

債と資本を合わせました合計は，８億3,２６２万3,８６５円でございます。 

 なお，決算書４７ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧お

きいただきたいと存じます。 

 議案第７５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第７６号令和３年度常陸太田市簡易水道事業会計剰余金の処分及び決算の認

定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，決算書５９ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市簡易水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございま

す。第１款簡易水道事業収益の予算額合計は３億9,４２６万1,０００円で，決算額は４億2,３４

９万2,６９１円となり，予算額に対する収入率は１０7.４％となっております。 

 決算書６０ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款簡易水道事業費用の予算額合計は４億１３２万6,０００円で，決

算額は３億5,５９１万2,００９円となり，予算額に対する執行率は８8.７％となっております。 

 決算書６１ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入の予算額合計は２億6,６

８０万7,０００円で，決算額は１億8,９７０万８１６円となり，予算額に対する収入率は７1.１％

となっております。 

 決算書６２ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は２億9,０４２万5,０００円で，決算額

は２億1,８６２万9,６６７円となり，予算額に対する執行率は７5.３％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,８９２万8,

８５１円につきましては，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５３４万２５７円，

過年度分損益勘定留保資金2,３５８万8,５９４円で補塡をいたしました。 

 次に，決算書６３ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市簡易水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の給水収益と（２）のその他の営業収益と合わ

せまして１億４８４万８１０円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の原水及び浄水費から（５）の資産減耗費まで合わせま

して３億3,２２６万3,０５１円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，２億2,

７４２万2,２４１円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（４）の雑収益まで合わせ

まして２億9,０６６万４１３円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と合



 ４４ 

わせまして1,１２６万4,６８９円でございます。 

 その結果，その下の経常利益につきましては，右端の列，上から３行目になりますが，5,１９

７万3,４８３円となりました。この特別損失につきましては，（１）の固定資産売却損が１９万

6,２５９円となっており，その結果，その下の当年度純利益につきましては，右端の列，下から

２行目になりますが，5,１７７万7,２２４円となりました。その下の前年度繰越利益剰余金が2,

０７９万8,５５３円，さらにその下決算書６４ページのその他未処分利益剰余金変動額がゼロ円

でございますので，一番下の当年度未処分利益剰余金は7,２５７万5,７７７円となっております。 

 決算書６５ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市簡易水道事業剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略させて

いただきますので，恐れ入ります，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 決算書６６ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市簡易水道事業剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高7,２５７万5,７７７円のうち，3,０００万円を今後の企業債償還に備え減債積立

金に積立てをし，2,１７７万7,２２４円を今後老朽化が進みます簡易水道施設の更新工事などに

備え建設改良積立金に積み立てることといたしまして，処分後残高を2,０７９万8,５５３円とす

るものでございます。 

 決算書６７ページをご覧願います。 

 令和４年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産合計は，決

算書６８ページの右端の列，上から２行目になりますが，２６億9,５２３万2,０４５円でござい

ます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，決算書６９ページの５の繰延

収益まで合わせました負債合計は，決算書６９ページの右端の列，上から２行目になりますが，

２３億4,６５４万４３５円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，決算書

６９ページの右端の列，下から２行目になりますが，３億4,８６９万1,６１０円で，その下の負

債と資本を合わせました合計は２６億9,５２３万2,０４５円でございます。 

 なお，決算書７３ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧お

きいただきたいと存じます。 

 議案第７６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第７７号令和３年度常陸太田市下水道事業等会計剰余金の処分及び決算の認

定についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，決算書９１ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市下水道事業等決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございま

す。 



 ４５ 

 第１款下水道事業等収益の予算額合計は１８億9,６０２万8,０００円で，決算額は１９億4,５

２３万9,１７６円となり，予算額に対する収入率は１０2.６％となっております。 

 決算書９２ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款下水道事業等費用の予算額合計は１５億9,６７４万5,０００円で，

決算額は１４億4,９４１万6,７０５円となり，予算額に対する執行率は９0.８％となっておりま

す。 

 決算書９３ページをご覧願います。 

 （２）の資本的収入及び支出の収入でございます。 

 第１款資本的収入の予算額合計は１３億2,５８４万2,０００円で，決算額は９億8,４３７万4,

３５０円となり，予算額に対する収入率は７4.２％となっております。 

 決算書９４ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出の予算額合計は１４億7,５９７万5,０００円で，決算

額は１０億8,９６９万3,６３０円となり，予算額に対する執行率は７3.８％となっております。 

 なお，欄外に記載してございますが，資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５３１万

9,２８０円につきましては，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,４９３万8,６５

０円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,４７３万1,３４９円，過年度分損益勘

定留保資金7,５６４万9,２８１円で補塡をいたしました。 

 次に，決算書９５ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市下水道事業等損益計算書につきましてご説明申し上げます。 

 初めに，１の営業収益でございますが，（１）の下水道使用料から（３）のその他の営業収益

まで合わせまして４億4,７１３万4,７３１円でございます。 

 ２の営業費用につきましては，（１）の管渠費から（５）の減価償却費まで合わせまして１２

億7,２９６万4,３０６円で，営業損失は，右端の列，上から１行目になりますが，８億2,５８２

万9,５７５円となっております。 

 ３の営業外収益でございますが，（１）の受取利息及び配当金から（５）の雑収益まで合わせ

まして１４億5,０６０万1,８４６円でございます。 

 ４の営業外費用につきましては，（１）の支払利息及び企業債取扱諸費と（２）の雑支出と合

わせまして１億5,２２０万3,０７１円でございます。 

 その結果，その下の経常利益につきましては，右端の列，上から３行目になりますが，４億7,

２５６万9,２００円となり，その下の当年度純利益につきましても，同額の４億7,２５６万9,２

００円となりました。その下の前年度繰越利益剰余金が8,３９７万8,２４３円，さらにその下，

決算書９６ページのその他未処分利益剰余金変動額がゼロ円でございますので，一番下の当年度

未処分利益剰余金につきましては，５億5,６５４万7,４４３円となっております。 

 決算書９７ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市下水道事業等剰余金計算書でございますが，ここでの説明は省略させて

いただきますので，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 



 ４６ 

 決算書９８ページをご覧願います。 

 令和３年度常陸太田市下水道事業等剰余金処分計算書（案）につきましてご説明申し上げます。 

 右端の列，未処分利益剰余金でございますが，先ほど損益計算書でご説明させていただきまし

た当年度末残高５億5,６５４万7,４４３円のうち，１億8,７００万円を今後の企業債償還に備え

減債積立金に積立てをし，２億4,３６２万1,７２０円を，今後老朽化が進みます下水道施設の更

新工事などに備え建設改良積立金に積み立てることといたしまして，処分後残高を１億2,５９２

万5,７２３円とするものでございます。 

 決算書９９ページをご覧願います。 

 令和４年３月３１日における貸借対照表でございます。 

 まず，資産の部でございますが，１の固定資産と，決算書１００ページの２の流動資産を合わ

せました資産合計は，決算書１００ページの右端の列，上から３行目になりますが，２６５億2,

９６９万４６７円でございます。 

 次に，負債の部でございますが，３の固定負債，４の流動負債，決算書１０１ページの５の繰

延収益まで合わせました負債合計は，決算書１０１ページの右端の列，上から３行目になります

が，２１８億7,６７８万3,９３９円でございます。 

 次に，資本の部でございますが，６の資本金と７の剰余金を合わせました資本合計は，決算書

１０１ページの右端の列，下から２行目になりますが，４６億5,２９０万6,５２８円で，その下

の負債と資本を合わせました合計は，２６５億2,９６９万４６７円でございます。 

 なお，決算書１０５ページから決算附属書類がございますので，恐れ入りますが，後ほどご覧

おきいただきたいと存じます。 

 議案第７４号から議案第７７号について，私からの説明は以上でございます。ご審議のほどど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 議案第７８号につきまして，提案者に代わりましてご説明いたします。 

 タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただきまして，ファイル名，０４

決算書（議案第７８号）をタップいただきまして，議案第７８号令和３年度茨城北農業共済事務

組合農業共済事業会計決算書をご覧願います。 

 １枚お進み願います。 

 議案第７８号は，令和３年度茨城北農業共済事務組合農業共済事業会計決算認定についてでご

ざいます。 

 令和４年３月３１日に解散いたしました茨城北農業共済事務組合について，「地方自治法」第

２９２条の規定により準用する「地方自治法施行令」第５条第３項の規定により，令和３年度茨

城北農業共済事務組合農業共済事業会計決算を監査委員の意見を添えて議会の認定をお願いする

ものでございます。 

 １ページをお開き願います。 



 ４７ 

 １，収益的収入及び支出でございます。 

 まず，収入の部です。 

 当初予算額についてご説明いたします。第１款の共済事業収益をご覧願います。当初予算額に

つきましては，農作物共済勘定から業務勘定の６勘定合計，総合で１６億3,８１３万8,０００円

の予算額となります。 

 次に，下段の表，補正予算額になります。第１款，農作物共済と家畜共済並びに業務勘定で補

正しており，補正額，総合で８億1,７７２万8,０００円を補正しております。 

 ２ページ，下段の表をご覧ください。 

 当初予算と補正の合計，第１款共済事業収益，総合で２４億5,５８６万6,０００円となります。 

 ３ページをご覧願います。 

 上段の表は，決算額になります。６勘定合計といたしまして，第１款共済事業収益，総合で２

１億2,２５３万４８３円となります。 

 １枚お進みいただきまして，４ページは支出の予算額になります。 

 当初予算，補正予算とも，先ほどご覧いただきました１ページの収入と同額となっております

ので，お目通しをお願い申し上げます。 

 ７ページをご覧願います。 

 上段の表，支出の決算額となります。第１款共済事業費用，６勘定合わせまして総合で２０億

5,６６１万2,６２５円となります。 

 続きまして，１０ページをご覧願います。 

 損益計算書となりますが，表の中ほど，営業収益合計の欄ですが，６勘定を合わせた総合で１

４億4,７８５万8,３５２円となっております。これに対して，営業費用合計につきましては，６

勘定合わせました総合として，１３億7,５３８万6,５６８円となっております。 

 続きまして，１１ページをご覧願います。 

 営業外収益合計は６億6,２８４万３６２円となりましたのに対し，営業外費用合計については

計上する費用がありませんでした。これに特別利益，特別損失を計上し，最終的には，最下段に

記載の当年度未処分利益剰余金，右端，総合の欄に記載の6,５９１万7,８５８円となりまして，

この全額をいばらき広域農業共済組合に引き継いでおります。 

 １２ページをご覧願います。 

 貸借対照表となりますが，まず，資産につきましては，１，流動資産，２，固定資産の６勘定

合わせまして，資産合計右端，総合に記載のとおり，１４億3,６２４万6,９１７円となります。 

 次に，負債につきましては，３，流動負債と１３ページの４，固定負債の６勘定合わせまして，

負債合計右端，総合に記載のとおり，９億6,４６１万6,８５５円となります。 

 ５，資本につきましては，６勘定合わせまして，資本計，右端に記載のとおり，４億８８９万

5,５６４円でございます。 

 以上，負債，資本合わせまして，右端に記載のとおり，１３億7,３５１万2,４１９円となって

います。 



 ４８ 

 なお，打切決算であるため，業務勘定において発生した剰余金を引当金等に計上することなく

いばらき広域農業共済組合に引き継いだことから，負債，資本合計は前ページに記載の資産合計

と一致しておりません。 

 なお，１４ページから１９ページが事業報告書，２０ページから３３ページが収益費用明細書，

３４ページから３７ページが貸借対照表明細書となりますので，ご覧おき願います。 

 議案第７８号は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

 この際，監査委員より決算審査の結果について報告を求めます。井坂監査委員。 

〔井坂光利監査委員 登壇〕 

○井坂光利監査委員 令和３年度の決算審査の経過と結果についてご報告いたします。 

 初めに，一般会計及び特別会計決算並びに基金の運用状況について申し上げます。 

 恐れ入りますが，タブレットの左上の戻るをタップいただきます。会議資料一覧の令和３年度

常陸太田市一般会計及び特別会計決算並びに基金運用状況審査意見書をタップいただきまして，

ご覧願います。 

 この決算審査は，「地方自治法」第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき実施

いたしました。審査の対象といたしました決算及び書類につきましては，審査意見書の４ページ

の（１）から（３）の３項目に分けて記載いたしました。 

 第１項目は，一般会計，国民健康保険特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，

以上４会計の歳入歳出決算でございます。 

 第２項目は，政令で定める書類でありまして，一般会計及び各特別会計，それぞれの歳入歳出

決算事項別明細書，実質収支に関する調書並びに財産に関する調書でございます。 

 第３項目は，奨学金，印紙等購入基金について，その運用状況を審査するための基金運用状況

調書でございます。 

 決算の審査に当たりましては，一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書並びに政令で定める書

類等につきまして，関係諸帳簿，証書類を照査し，定期監査及び例月現金出納検査等の結果を参

考にしながら，決算の計数の正確性あるいは収入支出の合理性について確認を行い，併せて関係

課職員からの聴取や説明を受け，審査を行いました。基金の運用状況につきましては，基金運用

状況調書，関係諸帳簿により，決算書並びに政令で定められた書類の審査に準じて審査を行いま

した。 

 審査に付されました各会計の歳入歳出決算書，政令で定める書類はいずれも関係法令に準拠し

て作成されており，計数は関係諸帳簿，証書類を照査した結果，それぞれ符合しており，正確で

あることを認めました。また，基金の運用状況につきましても，条例の目的に沿って適正に運営

されており，関係諸帳簿と符合し，計数的にも正確であることを認めました。 

 続きまして，公営企業の決算審査の経過と結果についてご報告いたします。 

 恐れ入りますが，タブレット左上の戻るをタップいただきます。会議資料一覧の令和３年度常

陸太田市公営企業決算審査意見書をタップしていただき，ご覧いただきたいと思います。 
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 この審査は，「地方公営企業法」第３０条第２項の規定に基づき実施いたしました。 

 意見書の５ページをご覧いただきたいと思います。 

 審査の対象は，水道事業会計，工業用水道事業会計，簡易水道事業会計，下水道事業等会計，

以上４会計の決算でございます。 

 審査に付されました書類は，決算書として決算報告書，財務諸表として損益計算書，剰余金計

算書，剰余金処分計算書及び貸借対照表，さらに，決算附属資料として事業報告書，キャッシュ

フロー計算書，収益費用明細書，固定資産明細書及び企業債明細書でございます。これらの書類

が「地方公営企業法」その他関係法令に準拠して適正に表示されているかどうか，経営状況及び

財政状況が適正に表示されているかどうかについて審査いたしました。 

 その結果，審査に付されました決算報告書，財務諸表，その他の書類は，関係法令に準拠して

作成され，かつ計数は正確で，経営状況及び財政状況は適正に表示されていることを認めました。 

 次に，令和３年度茨城北農業共済事務組合決算審査の経過と結果についてご報告いたします。 

 恐れ入りますが，タブレット左上の戻るをタップいただきます。会議資料一覧の令和３年度茨

城北農業共済事務組合農業共済事業会計決算審査意見書をタップいただきたいと思います。 

 この審査は，「地方自治法」第２０２条の規定により準用する「地方自治法施行令」第５条第

３項の規定に基づき実施いたしました。 

 審査意見書の４ページをご覧いただきます。 

 審査の対象といたしました書類は，決算書として決算報告書，財務諸表として損益計算書，貸

借対照表，さらに決算附属書類として事業報告書，収益費用明細書，貸借対照表明細書でござい

ます。これらの書類が「地方自治法」その他関係法令に準拠して適正に表示されているかどうか，

その計数は関係諸帳簿，証書類と照合し，正確であるかの確認を行うとともに，関係職員の説明

を求め，予算の執行及び解散に伴う清算事務が的確に行われているかなどについて審査いたしま

した。 

 その結果，審査に付されました決算報告書，その他の書類は，関係法令に準拠して作成され，

かつ計数は正確であることを認めました。 

 以上，一般会計，各特別会計，各公営企業会計，茨城北農業共済事務組合の決算審査の概要に

ついて申し上げました。詳細につきましてはそれぞれの審査意見書をご覧いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○藤田謙二議長 報告は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第７９号ないし議案第８４号 

○藤田謙二議長 次，日程第５，議案第７９号令和４年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）

について，議案第８０号令和４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て，議案第８１号令和４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について，

議案第８２号令和４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）について，議案第８３
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号令和４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について，議案第８４号令和４年度常

陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）について，以上６件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 提案者に代わりましてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただきまして，

ファイル名，０５補正予算書（議案第７９号～議案第８４号）をタップいただき，令和４年第５

回常陸太田市議会定例会補正予算書をご覧願います。 

 ２ページをご覧願います。 

 議案第７９号は，令和４年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）でございます。 

 ３ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０億1,９８９万1,０００円を追加し，総額を２６

０億7,２３５万9,０００円とするものでございます。第２条で債務負担行為，第３条で地方債の

補正を行っております。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１１ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の１０款地方特例交付金及び２段目の１１款地方交付税の補正につきましては，いずれ

も交付額の確定によるものでございます。 

 ３段目の１５款国庫支出金２億6,０８２万1,０００円の補正につきましては，今回の補正の財

源として，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を追加するものでございます。 

 ４段目の１６款２項県補助金の補正につきましては，歳出予算で補正をいたします農地利用最

適化推進委員が使用するタブレット端末，通信費の財源として，２４万円を追加するものでござ

います。 

 ５段目の１６款３項委託金の補正につきましては，茨城県から委託事業といたしまして，歳出

予算で補正をいたします小学生を対象とした新たな体験活動プログラムの財源として，１０万円

を追加するものでございます。 

 ６段目の１７款財産収入の補正につきましては，国土交通省が実施しております久慈川緊急治

水プロジェクトにおきまして移転となります，市が所有する堅磐・上土木内町共同墓地用地の売

却代金として，1,２６５万5,０００円を追加するものでございます。 

 最下段の１８款寄附金の補正につきましては，カーボンニュートラル推進事業に役立てること

を目的として，市内の風力発電事業者からいただきました寄附金１００万円を追加するものでご

ざいます。 

 １２ページをご覧願います。 

 １段目の１９款１項特別会計繰入金の補正につきましては，１目後期高齢者医療特別会計繰入

金及び２目介護保険特別会計繰入金，いずれも令和３年度決算額の確定により，一般会計への精
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算金を補正するものでございます。 

 ２段目の１９款２項基金繰入金の補正につきましては，令和３年度決算剰余金を今年度歳入へ

編入するなど，財政調整基金及び減債基金繰入金，合わせまして７億8,３６６万9,０００円を減

額するものでございます。 

 ３段目の２０款繰越金の補正につきましては，令和３年度決算剰余金を今年度の歳入へ編入す

るため，前年度繰越しとして１２億7,６７７万6,０００円を追加するものでございます。 

 ４段目の２１款諸収入の補正につきましては，介護保険における国及び県からの低所得者保険

料軽減負担金について，令和３年度決算額の確定による精算金２４９万9,０００円を追加するも

のでございます。 

 最下段の２２款市債につきましては，後ほど第２条でご説明させていただきます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございますが，新型コロナウイルス感染症対策事業に係る補正につきまし

ては，後ほど別ファイル資料により一括して説明させていただき，一般分の補正につきまして，

補正予算書によりご説明いたします。 

 なお，今回の補正は，各費目にわたり職員の定期人事異動及び会計年度任用職員の任用決定に

伴う人件費の増減がございますが，これらにつきましては説明を割愛し，主要な事項について説

明をさせていただきます。 

 １４ページをご覧願います。 

 上段は，前ページに記載の２款１項総務管理費でございます。 

 ３目財政管理費の補正につきましては，「地方財政法」に基づく歳計剰余金の積立てといたし

まして，実質収支の２分の１，７億6,３３８万9,０００円を財政調整基金へ積み立てるものでご

ざいます。 

 ５目財政管理費の補正につきましては，久慈川緊急治水プロジェクトにより移転となります堅

磐・上土木内町共同墓地の代替用地購入費用といたしまして，４２９万円を追加するものでござ

います。 

 １１目市民活動費の補正につきましては，当初予算に計上いたしました山田地域交流センター

建設工事につきまして，建設資材の価格高騰により入札が不調となりましたことから，再度設計

し直しまして，差額分1,７７５万4,０００円を追加するものでございます。 

 １５目諸費の補正につきましては，令和３年度に概算払いになりました新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金及び子育て世帯への臨時特別給付金補助金につきまして，令和３年

度決算額の確定による精算金と合わせまして，2,３８６万8,０００円を追加するものでございま

す。 

 １６ページをご覧願います。 

 下段の３款１項５目老人医療給付費の補正につきましては，人間ドック申込者の増加に伴い，

２０８万9,０００円を追加するものでございます。 

 １８ページをご覧願います。 
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 上段は，前ページに記載の４款１項保健衛生費でございます。 

 ６目環境衛生費のうち，２４節積立金の補正につきましては，本年度市内の風力発電事業者か

らいただきました寄附金について，カーボンニュートラル推進基金に積み立て今後の事業財源と

して活用するため，１００万円を追加するものでございます。 

 下段の４款２項１目清掃総務費のうち，７節報償費から１２節委託料までの補正につきまして

は，市内一斉清掃を中止したことに伴い，合わせまして１５０万3,０００円を減額するものでご

ざいます。 

 １９ページをご覧願います。 

 上段の５款１項６目農業振興農家対策費の補正につきましては，国が進めております農地利用

最適化推進事業に活用するタブレット端末の整備が完了の見込みとなりましたことから，１０月

からインターネット使用料として２４万円を追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして２２ページをご覧願います。 

 中段の９款１項２目事務局費のうち，１２節委託料の補正につきましては，今年度廃校となり

ました４つの小学校について，早期に今後の利活用を図っていく準備といたしまして，敷地の測

量調査を行う費用として1,７７５万4,０００円を追加するものでございます。 

 ２４ページをご覧願います。 

 下段の１１款公債費の補正につきましては，前年度市債の借入額確定及び過去に借入れた市債

の利率見直しに伴い，合わせまして1,３８６万2,０００円を減額するものでございます。 

 一般分の補正につきましては，以上でございます。 

 恐れ入りますが，別ファイル資料にてご説明させていただきます。 

 タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただきまして，ファイル名，【附

属資料】議案第７９号のファイルをお開きいただきまして，令和４年第５回市議会定例会議案第

７９号資料，新型コロナウイルス感染症対策コロナ禍における原油価格・物価高騰対策補正予算

概要をご覧願います。 

 事業は大きく４つの区分で実施してまいります。以下，全ての事業につきまして，財源は新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 Ⅰは，一般事業者向け支援で，議案第８３号水道事業会計の補正予算に係る事業及び議案第８

４号簡易水道事業会計の補正予算に係る事業における水道料金支援でございます。一般会計にお

ける予算措置は，４款１項６目環境衛生費に１８節負担金，補助及び交付金１億2,６４７万7,０

００円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において原油価格や物価高騰の影響を受けている市民や事

業者等の経済的な負担軽減を図るため，水道料金の基本料金を減免するものでございます。対象

者は，官公庁を除く上下水道及び簡易水道の使用者で，支援額は基本料金，支援期間は来年１月

請求分から３月請求分までの３か月でございます。 

 Ⅱは，新型コロナウイルス感染症に対応した災害対応資機材等の整備で，避難所資機材等の整

備でございます。予算措置は，８款１項５目災害対策費に１７節備品購入費1,５２１万6,０００
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円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において災害時に避難所を開設するに当たり，感染拡大防

止の観点から，間仕切りを設置するとともに，入り口が階段のみの避難所に仮設式スロープを設

置し，全ての避難者が利用しやすい避難所といたします。また，コロナ禍で密を避けるために多

くの避難所を開設する中におきましては，支援が必要な避難者などの情報を消防団員と避難所と

の間などで共有するため，連絡用無線機を配備するものでございます。 

 整備する備品でございますが，間仕切り用の防災用パーティションを２０か所の避難所に各３

０基，合計６００基，仮設式スロープについては記載の各避難所に階段の形状に合わせたものを

８台，携帯型無線機を２０か所の避難所との相互通信を想定し４０台整備いたします。 

 Ⅲは，デジタル化による感染防止対策でございます。ご覧の５事業を追加いたします。 

 １は，電子入札・電子契約システムの導入でございます。予算措置は，２款１項１目一般管理

費に１０節需用費から１８節負担金，補助及び交付金まで，合わせまして４８４万3,０００円を

追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において事業者の接触機会の低減と利便性の向上，事務の

効率化を図るため，電子入札・電子契約システムを導入するものでございます。 

 １の導入システムに記載のとおり，既に導入済みの建設工事，コンサル業務に加えまして，電

子入札（物品・役務）システムを導入するほか，電子契約システムも新たに導入いたします。 

 ２の導入方法でございますが，電子入札（物品・役務）システムにつきましては，茨城県電子

入札（物品・役務）システム共同利用へ参加するものでございます。電子契約システムにつきま

しては，業務委託の方法で導入いたします。 

 ３の導入時期でございますが，令和５年１月中を予定しております。 

 ２は，行政情報アプリの導入でございます。予算措置は，２款１項９目情報通信管理費に１２

節委託料６５４万8,０００円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍での新たな生活様式としての急速なデジタル化への対応と，

市民の利便性の向上，事務の効率化を図るため，市の行政情報をまとめたアプリを構築するもの

でございます。令和５年４月の運用開始に向け準備を進めてまいります。 

 ３は，行政手続のオンライン化でございます。予算措置は，２款１項９目情報通信管理費に１

２節委託料1,４３０万円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において市民の接触機会の低減と利便性の向上，事務の効

率化を図るため，いばらき電子申請・届出サービスを活用したオンラインで行える行政手続を，

現在の３４件に加え２００件程度拡充するものでございます。 

 ４は，ＷＥＢ口座振替受付サービスの導入でございます。予算措置は，２款２項２目賦課徴収

費に１１節役務費及び１２節委託料，合わせまして６０５万円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において市民の接触機会の低減と利便性の向上，事務の効

率化を図るため，これまで金融機関の窓口で行っていた市税等の口座振替の手続について，イン

ターネットで行えるようＷＥＢ口座振替受付サービスを導入するものでございます。令和５年４
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月の運用開始に向け準備を進めてまいります。 

 ５は，マイナンバーカード普及促進でございます。予算措置は，２款３項１目戸籍住民基本台

帳費に１節報酬から１１節役務費まで，合わせまして8,２５３万1,０００円を追加するものでご

ざいます。 

 事業内容でございますが，マイナンバーカードの普及促進，並びにコロナ禍において市民の接

触機会の低減と利便性の向上，経済的な負担の軽減を図るため，いばらき電子申請・届出サービ

スで申込みをされた方に5,０００円分のＰａｙＰａｙポイント，またはＱＵＯカードを贈呈する

ものでございます。対象者は，マイナンバーカードの取得率について，年度内６０％を目指して

おりますことから，新規取得者を含めました約２万9,０００人に対し，国が行っているマイナポ

イント事業の利用率を勘案した５０％，１万4,５９０人を見込んでおります。 

 Ⅳは，公共施設等における感染拡大防止対策の強化でございます。ご覧の２事業を追加いたし

ます。 

 １は，庁内情報ネットワークの無線化でございます。予算措置は，２款１項９目情報通信管理

費に１２節委託料２５６万8,０００円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍における密の回避やタブレット端末の活用によるペーパー

レス化を図るため，本庁舎同様，分庁舎においても庁内情報ネットワークの無線化を行うもので

ございます。整備完了時期は，令和５年３月中を予定しております。 

 ２は，抗原検査キットの整備でございます。予算措置は，４款１項２目予防費に１０節需用費

２２８万8,０００円を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において学校教育や各種イベントを実施するに当たり，感

染拡大防止の観点から，関係者が必要に応じて検査を受けられるよう，抗原検査キットを整備す

るものでございます。学校で必要な確保数やイベント主催者の人数などを勘案して，５２０箱2,

６００回分を購入いたします。 

 最下段，合計でございますが，９事業に２億6,０８２万1,０００円を追加いたします。 

 歳出は以上でございます。 

 恐れ入りますが，タブレットの左上に戻ると表記されているところをタップいただきまして，

ファイル名，０５補正予算書（議案第７９号～議案第８４号）をタップいただきまして，補正予

算書のファイルにお戻り願います。 

 ７ページでございます。 

 第２表は債務負担行為補正でございます。 

 １の追加でございますが，図書管理システム借上料につきましては，現在の契約が今年度末で

満了となることに伴いまして，入札後の落札業者の準備期間として４か月程度を確保する必要が

あることから，今回債務の負担を行うものでございます。 

 また，学校給食センター高圧機器等更新工事につきましては，今年度の当初予算におきまして

８９９万8,０００円を計上しておりましたが，物価高騰及び部品納入に約１年を要することが判

明し，今年度の執行が困難となりました。このため，歳出予算を減額し，来年の夏休みに工事を
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実施するため，今回債務の負担を行うものでございます。 

 ８ページをご覧願います。 

 第３表は地方債補正でございます。 

 １の変更でございますが，合併特例債事業債につきましては，山田地域交流センター整備事業

の事業費が増額となったことに伴いまして，限度額を６億7,１２０万円に増額し，臨時財政対策

債につきましては，発行可能額の確定により限度額を１億9,７８１万7,０００円に減額いたしま

した。あわせまして，限度額合計を，左側の１８億５５０万円から，右側の１７億4,８６１万7,

０００円に減額するものでございます。 

 議案第７９号は以上でございます。 

 続きまして，３０ページをご覧願います。 

 議案第８０号は，令和４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございま

す。 

 ３１ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億９６５万1,０００円を追加し，総額を５３億8,

５３２万7,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，３６ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の６款１項１目一般会計繰入金につきまして，３節職員給与費等繰入金１９９万5,００

０円を増額するものでございます。 

 ２段目の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，歳入歳出の予算調整による減額で

ございます。 

 最下段の７款繰越金の補正につきましては，令和３年度決算による繰越金の確定に伴うもので

ございます。 

 歳入は以上でございます。 

 ３７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項１目一般管理費の補正につきましては，産休職員２名の代替として会計年度任

用職員を任用するため，１９９万5,０００円を増額するものでございます。 

 下段の６款基金積立金の補正につきましては，令和３年度決算繰越しに伴いまして，１億７６

５万6,０００円を支払準備基金へ積み立てるものでございます。 

 議案第８０号は以上でございます。 

 続きまして，４０ページをご覧願います。 

 議案第８１号は，令和４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でござい

ます。 

 ４１ページをご覧願います。 
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 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ８７万7,０００円を追加し，総額を８億6,７７５万

3,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，４６ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 ４款繰越金の補正につきましては，令和３年度決算に伴うものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 ４７ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の３款２項１目一般会計繰出金の補正につきましては，令和３年度の事務費繰入金精算に

伴うものでございます。 

 下段の４款予備費の補正につきましては，歳入歳出予算の予算調整に伴うものでございます。 

 議案第８１号は以上でございます。 

 続きまして，議案第８２号は，令和４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第１号）で

ございます。 

 ４９ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億4,４８７万円を追加し，総額を６２億1,４８１

万2,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，５４ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の３款２項７目介護保険事業費補助金の補正につきましては，制度改正に伴う介護保険

事務所台帳管理システムの改修に係る経費の財源として，４万4,０００円を追加するものでござ

います。 

 ２段目の７款１項５目その他一般会計繰入金の補正につきましては，職員の定期人事異動に伴

うもの，制度改正に伴う介護保険事務所台帳管理システムの改修費に係るものでございます。 

 ３段目の同款２項１目支払準備基金繰入金の補正につきましては，歳入歳出の予算調整による

減額でございます。 

 ４段目の８款繰越金の補正につきましては，令和３年度決算による繰越金の確定に伴うもので

ございます。 

 ５５ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 １段目の１款１項１目一般管理費における２節給料から４節共済費に係る補正につきましては，

職員の定期人事異動に伴うものでございます。 

 １２節委託料の補正につきましては，制度改正に伴う介護保険事業所台帳管理システム改修の

ため，８万8,０００円を追加するものでございます。 
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 ２段目の同款３項１目介護認定審査会費の補正につきましては，職員の定期人事異動に伴うも

のでございます。 

 最下段の６款基金積立金の補正につきましては，令和３年度決算繰越しに伴いまして，6,８６

８万2,０００円を支払準備基金へ積み立てるものでございます。 

 ５６ページをご覧願います。 

 １段目の８款１項２目償還金，及び２段目の同款２項１目一般会計繰出金の補正につきまして

は，令和３年度決算に伴う国県支出金及び支払基金交付金並びに一般会計繰出金について精算す

るものでございます。 

 議案第８２号は以上でございます。 

 補正予算に係る説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 議案第８３号及び議案第８４号について，提案者に代わりましてご説

明申し上げます。 

 恐れ入りますが，先ほど提案説明がございました議案第８２号に引き続きまして，令和４年第

５回常陸太田市議会定例会補正予算書をご覧願います。 

 恐れ入りますが，６０ページをご覧願います。 

 議案第８３号は，令和４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 ６１ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款第１項の営業

収益を１億７６０万2,０００円減額し，同款第２項の営業外収益を１億1,０３５万2,０００円追

加するものでございます。次に，支出でございますが，第１款第１項営業費用を２７５万円追加

するものでございます。 

 第３条は，重要な資産の取得及び処分の補正でございます。新たに，予算第１１条の次に第１

２条といたしまして，重要な資産の取得及び処分を加えるものでございまして，取得する資産の

種類，名称，数量は記載のとおりでございます。 

 具体的には，常陸太田市東部土地区画整理組合が，東部土地区画整理事業区域に整備をいたし

ました配水管につきまして，「土地区画整理法」第１０６条第２項の規定に基づき，今後市が維

持管理を行いますため，常陸太田市東部土地区画整理組合より無償にて譲受けをするものでござ

います。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，７１ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節水道料金の補正につきましては，コロナ禍において原油価格や物価高騰の影

響を受けています市民や事業者等の経済的な負担軽減を図りますため，新型コロナウイルス感染



 ５８ 

症対応地方創生臨時交付金を活用し，官公庁を除く上水道の使用者について，水道料金の基本料

金を令和５年１月請求分から３月請求分の３か月間減免することに伴い，減免見込額の１億７６

０万2,０００円を減額するものでございます。 

 次に，同款２項２目１節一般会計補助金の補正につきましては，水道料金の基本料金減免措置

及び支出の料金検針システム改修委託料に対する一般会計からの補助金といたしまして，１億1,

０３５万2,０００円を追加するものでございます。 

 続きまして，支出でございますが，１款１項３目１２節委託料の補正につきましては，水道料

金の基本料金減免措置を行うために必要となります料金検針システム改修の委託料といたしまし

て，２７５万円を追加するものでございます。 

 なお，６２ページから７０ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが，後

ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第８３号は以上でございます。 

 続きまして，恐れ入りますが，７２ページをご覧願います。 

 議案第８４号は，令和４年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 ７３ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきまして，第１款第１項の営業

収益を1,３３７万5,０００円減額し，同款第２項の営業外収益を1,６１２万5,０００円追加する

ものでございます。次に，支出でございますが，第１款第１項営業費用を２７５万円追加するも

のでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補塡でございます。補塡財源等につきましてはご覧のとおり

でございまして，恐れ入りますが，後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 第４条は，企業債の補正でございますが，国から示されました過疎対策事業の借入れ枠の縮減

に伴いまして，限度額合計に変わりはございませんが，ご覧のとおり簡易水道事業と過疎対策事

業の借入限度額を改めるものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，８２ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節水道料金の補正につきましては，上水道と同様，簡易水道につきましても，

官公庁を除く簡易水道の使用者について，水道料金の基本料金を令和５年１月請求分から３月請

求分の３か月減免することに伴い，減免見込額の1,３３７万5,０００円を減額するものでござい

ます。 

 次に，同款２項２目１節一般会計補助金の補正につきましても，上水道と同様，水道料金の基

本料金減免措置，及び支出の料金検針システム改修委託料に対する一般会計からの補助金といた

しまして，1,６１２万5,０００円を追加するものでございます。 

 続きまして，支出でございますが，１款１項３目１０節委託料の補正につきましては，上水道
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と同様，水道料金の基本料金減免措置を行うために必要となります料金検針システム改修の委託

料といたしまして，２７５万円を追加するものでございます。 

 なお，７４ページから８１ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが，後

ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第８３号及び議案第８４号について，私からの説明は以上でございます。ご審議のほどど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は９月５日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後０時１６分散会 


